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議案第３９号 令和５年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第３号）(議案書 P7～30) 

 歳入歳出それぞれ１６５,８３９千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ８１,６９８,８５９千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 市役所庁舎におけるセキュリティの更なる強化のために導入する

職員の出退勤管理システムにおいて、庁舎及び執務室エリアへの出

入室を管理する職員の対象範囲を拡大し、セキュリティカードを追

加発行することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「目４ 財政管理費」 

 寄附金を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

「目６ 財産管理費」 

 市役所庁舎におけるセキュリティの更なる強化のため、庁舎及び

執務室エリアの出入口にカードリーダーを増設するとともに、既存

システムを活用した職員の出退勤管理システムを導入することに伴
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い、「委託料」を増額するもの 

「目７ 企画費」 

 一般財団法人地域活性化センターの助成金を活用し、公民連携に

関する職員及び民間事業者の意識改革を図るとともに、市全体とし

ての公民連携意識の醸成に向け、公民連携人材を育成するための研

修を行うことに伴い、「報償費」を増額するもの 

「目１２ 地域活動推進費」 

 地域における課題の把握や解決を図るため、認定コミュニティが

実施する事業に対して助成を行うことに伴い、「負担金補助及び交

付金」を増額するもの 

「目１３ 文化行政費」 

 一般財団法人自治総合センターの助成金を活用し、市民文化会館

の指定管理者が舞台芸術の鑑賞機会の充実を図るための公演を実施

することに伴い、「委託料」を増額するもの 

「目１４ スポーツ振興費」 

 屋内温水プールにおいて、多目的トイレ等の扉を修繕するため、

「修繕料」を増額するもの 

「目１６ 防災対策費」 
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 一般財団法人自治総合センターの助成金を活用し、地域団体にお

ける各種防災資機材整備に対して助成を行うことに伴い、「負担金

補助及び交付金」を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 現下の社会経済情勢を考慮した令和５年１０月に行われる生活保

護基準の改定に対応するため、生活保護システムを改修することに

伴い、「委託料」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規

則の改正を踏まえ、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に

対処するための作業に従事した職員に支給する感染症業務手当等の

特例を廃止することに伴い、「特殊勤務手当」を減額するもの 

 予防接種法施行令の改正により、医療手当や障害年金等の給付の

額が増額となったことに伴い、「負担金補助及び交付金」、「扶助
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費」を増額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目１ 清掃総務費」 

 インボイス制度に対応するため、指定ごみ袋保管配送受注収納業

務に係るシステムを改修することに伴い、「委託料」を増額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規

則の改正を踏まえ、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に

対処するための作業に従事した職員に支給する感染症業務手当等の

特例を廃止することに伴い、「特殊勤務手当」を減額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項２ 小学校費」 

「目２ 教育振興費」 

 小学校について、エビデンスに基づく個別最適な学びの実現や指

導体制を確立するため、学籍、出欠、成績、保健等の学校生活の状況

を一元管理できる統合型校務支援システムを導入することに伴い、
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「委託料」を増額するもの 

「項３ 中学校費」 

「目２ 教育振興費」 

 中学校について、エビデンスに基づく個別最適な学びの実現や指

導体制を確立するため、学籍、出欠、成績、保健等の学校生活の状況

を一元管理できる統合型校務支援システムを導入することに伴い、

「委託料」を増額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目３ 博物館費」 

 博物館周辺整備事業としての駒寄川河川管理用通路等の整備につ

いて、来館者の安全対策や多自然型護岸を活用した教育活動を行う

ための環境整備を行うため、転落防止柵の設置等を行うことに伴い、

「委託料」、「工事請負費」を増額するもの 

「目６ 青少年施設費」 

 茅ヶ崎公園体験学習センターについて、令和６年４月１日より指

定管理者制度を導入するにあたり、指定管理者選定等委員会におい

て臨時委員を委嘱することに伴い、「報酬」、「費用弁償」を増額す

るほか、公共施設予約システムを改修することに伴い、「委託料」を
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増額するもの 

「目７ 図書館費」 

 マイナンバーカードを図書館利用者カードとして利用可能にする

ほか、リクエスト申込のオンライン化を図るため、図書館システム

を更新することに伴い、「委託料」、「使用料及び賃借料」を増額す

るもの 

（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「生活保護適正実施推進事業費補助金」、

「デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）」を増額

するもの 

 歳出の事業の財源として、「社会資本整備総合交付金」を減額する

もの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「予防接種健康被害救済費補助金」を増

額するもの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「ふるさと基金繰入金」、「ごみ減量
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化・資源化基金繰入金」を増額するもの 

 歳出の事業の財源として、「財政調整基金繰入金」を減額するもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

「款２１ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「保健所業務受託事業収入」、「消防業

務受託事業収入」を減額するもの 

 歳出の事業の財源として、「コミュニティ助成事業助成金」、「地

方創生アドバイザー事業助成金」を増額するもの 

「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「市営住宅整備事業債」、「博物館整備

事業債」を増額するもの 

（債務負担行為の補正） 

 「茅ヶ崎公園体験学習センター指定管理料」について、茅ヶ崎公園

体験学習センターにおいて、令和６年４月１日より指定管理者制度

を導入するにあたり、令和５年度中に指定管理者の選定に向けた手

続きを進めることに伴い、債務負担行為を設定するもの 

（地方債の補正） 
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 歳出の事業の財源として、「博物館整備事業」を増額したことに伴

い、追加するもの 

歳出の事業の財源として、「市営住宅整備事業」を増額したことに

伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第４０号 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 (議案書 P31) 

生活に困窮する外国人に対し生活保護法の規定に準じて行う

保護の決定及び実施等に関する事務において個人番号を利用す

ることにより、対象者の利便性の向上と事務の効率化を図るた

めのもの 

 

議案第４１号 茅ヶ崎市職員特殊勤務手当条例及び茅

ヶ崎市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例の一部を改正する条例 (議案書 P32) 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施
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行規則の改正を踏まえ、新型コロナウイルス感染症により生じ

た事態に対処するための作業に従事した職員に支給する感染症

業務手当等の特例を廃止するためのもの 

 

議案第４２号 茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例 

(議案書 P33～35) 

地方税法の改正に伴い、三輪以上の特定小型原動機付自転車に係

る軽自動車の種別割の税率を引き下げるとともに、森林環境税及び

森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、森林環境税の賦課徴収

の方法を定める等のためのもの 

 

議案第４３号 茅ヶ崎公園体験学習センター条例の一部

を改正する条例 (議案書 P36～38) 

茅ヶ崎公園体験学習センターの管理を指定管理者に行わせる

ことにより、施設の管理に係る専門性を高め、利用者の利便性

の向上を図るためのもの 

 

議案第４４号 茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改
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正する条例(議案書 P39) 

 東日本大震災により被害を受けた者に係る保険料の減免の特例措

置の期間を延長するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少した者等に係る保険料の減免に関し対象となる保険

料の納期限を改めるためのもの 

 

議案第４５号 茅ヶ崎市火災予防条例の一部を改正する

条例(議案書 P40～42) 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に鑑み、

位置、構造及び管理の基準に係る急速充電設備の範囲を拡大する等

のためのもの 

 

議案第４６号 公平委員会委員の選任について (議案書 P43

～45) 

公平委員会委員に 若林 正弘 氏を選任するためのもの 

 

議案第４７号 公平委員会委員の選任について (議案書 P46

～47) 
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 公平委員会委員に 金子 朋子 氏を選任するためのもの 

 

議案第４８号 農業委員会委員の任命について (議案書 P48

～50) 

 農業委員会委員に 朝倉 直芳 氏を任命するためのもの 

 

議案第４９号 農業委員会委員の任命について (議案書 P51

～52) 

農業委員会委員に 石坂 豊治 氏を任命するためのもの 

 

議案第５０号 農業委員会委員の任命について (議案書 P53

～54) 

農業委員会委員に 𫝆井 英夫 氏を任命するためのもの 

 

議案第５１号 農業委員会委員の任命について (議案書 P55

～56) 

農業委員会委員に 大竹 孝一 氏を任命するためのもの 

 

議案第５２号 農業委員会委員の任命について (議案書 P57

～58) 

 農業委員会委員に 小澤 昇 氏を任命するためのもの 
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議案第５３号 農業委員会委員の任命について (議案書 P59

～60) 

農業委員会委員に 柿澤 博 氏を任命するためのもの 

 

議案第５４号 農業委員会委員の任命について (議案書 P61

～62) 

 農業委員会委員に 小西 利章 氏を任命するためのもの 

 

議案第５５号 農業委員会委員の任命について (議案書 P63

～64) 

農業委員会委員に 齋藤 和子 氏を任命するためのもの 

 

議案第５６号 農業委員会委員の任命について (議案書 P65

～66) 

 農業委員会委員に 杉本 剛昭 氏を任命するためのもの 

 

議案第５７号 農業委員会委員の任命について (議案書 P67

～68) 

 農業委員会委員に 野中 清 氏を任命するためのもの 
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議案第５８号 農業委員会委員の任命について (議案書 P69

～70) 

 農業委員会委員に 原田 勝幸 氏を任命するためのもの 

 

議案第５９号 農業委員会委員の任命について (議案書 P71

～72) 

 農業委員会委員に 廣瀬 正実 氏を任命するためのもの 

 

議案第６０号 農業委員会委員の任命について (議案書 P73

～74) 

 農業委員会委員に 村越 重芳 氏を任命するためのもの 

 

議案第６１号 農業委員会委員の任命について (議案書 P75

～76) 

 農業委員会委員に 吉田 恵子 氏を任命するためのもの 

 

議案第６２号 監査委員の選任について(議案書 P77～79) 

 監査委員に 伊藤 素明 氏を選任するもの 

 

議案第６３号 工事請負契約の締結について (議案書 P80～
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82) 

道の駅整備事業建設工事の工事請負契約を締結するためのも

の 

 

議案第６４号の１～６ 市道路線の認定について(議案書 P83

～100) 

１ 浜見平地内の道路で、独立行政法人都市再生機構が築造し、

本市に帰属したもの 

２ 浜見平地内の道路で、独立行政法人都市再生機構が築造し、

本市に帰属したもの 

３ 西久保地内の道路で、株式会社マッケンジーハウスが築造

し、本市に帰属したもの 

４ 西久保地内の道路で、株式会社マッケンジーハウスが築造

し、本市に帰属したもの 

５ 西久保地内の道路で、株式会社マッケンジーハウスが築造

し、本市に帰属したもの 

６ 香川三丁目地内の道路で、株式会社マーケットトラストが



17 

 

築造し、本市に帰属したもの 

 

報告第９号 茅ヶ崎市土地開発公社の経営状況につい

て(議案書 P101) 

（令和４年度事業報告） 

公有用地取得事業については、公有用地の取得なし 

公有用地売却事業については、上赤羽根堤線道路改良事業用

地として、２．４６平方メートル茅ヶ崎市に売却し、金額は、

７８０，４１７円となるもの 

保有土地賃貸事業については、保有土地の有効活用を図るた

め、５，０１６．５８平方メートルを茅ヶ崎市ほかに貸し付け

し、金額は、３１，９４０，５５１円となるもの 

（令和４年度収支計算書） 

収益的収入については、事業収益及び事業外収益で、合計は

３２，７２１，０８８円となるもの                            

収益的支出については、事業原価及び販売費及び一般管理費

で、合計は５，７６３，１６１円となるもの 

 資本的収入についは、金融機関及び茅ヶ崎市からの借入金
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で、合計は２，３３０，０００，０００円となるもの 

 資本的支出については、公有地取得事業費及び借入金償還金

で、合計は２，３５５，６９４，１９６円となるもの 

 資金収支決算書については、受入資金から支払資金を差し

引いた２７，７９０，４８７円が次年度繰越金となるもの 

（貸借対照表） 

資産の部については、現金及び預金、公有用地及び代替地で、

合計は２，５７８，３６８，０９０円となるもの 

 負債の部については、未払金、短期借入金、未払費用及び前

受収益で、合計は１，８３０，８９１，９７０円となるもの 

資本の部については、基本財産、前期繰越準備金及び当期純

利益で、合計は７４７，４７６，１２０円となるもの  

以上により、負債及び資本の合計は、２，５７８，３６８，

０９０円となり、資産合計と一致するもの   

（損益計算書） 

事業収益については、公共用地取得事業収益で７８０，４１

７円、附帯等事業収益で３１，９４０，５５１円であり、合計

は３２，７２０，９６８円となるもの 
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事業原価については、公有地取得事業原価で７８０，４１７

円、附帯等事業原価で、２６２，３４４円であり、合計は１，０

４２，７６１円となるもの 

事業総利益については、事業収益から事業原価を差し引いたも

ので、３１，６７８，２０７円となるもの 

 事業利益については、事業総利益から販売費及び一般管理費

を差し引いたもので、２６，９５７，８０７円となるもの 

 経常利益については、事業利益に事業外収益を加えたもの

で、２６，９５７，９２７円となり、この額が当期純利益となる

もの 

（キャッシュ・フロー計算書） 

事業活動によるキャッシュ・フローについては、２６，２３４，０

１５円となるもの 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、該当なし 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、２５，０００，０

００円の減少となるもの 

現金及び現金同等物増加額は、１，２３４，０１５円となり、

現金及び現金同等物期首残高２１，５５６，４７２円に１，２
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３４，０１５円を加えた２２，７９０，４８７円が、現金及び

現金同等物期末残高となるもの 

（財産目録） 

令和４年度末における、資産合計から負債合計を差し引い

た７４７，４７６，１２０円が純財産となるもの    

（借入金明細書） 

令和４年度中の借入及び返済状況を借入先別に表したもの

で、期末残高は、１，８３０，０００，０００円となるもの 

（公有用地保有状況） 

令和４年度末の保有地積は、７，０３５．４６平方メートル、

額にして２，５４９，７９７，１８６円となるもの 

（令和５年度事業計画） 

公有用地取得計画については、予定なし 

公有用地売却計画については、上赤羽根堤線道路改良事業

用地として売却を行う予定となるもの 

その他の事業計画として、保有土地賃貸事業については、令

和４年度に引き続き、茅ヶ崎市ほかに貸し付けを行う予定とな

るもの 
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 なお、これにより算定したものが、令和５年度予算実施計画

書となるもの   

 

報告第１０号 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振

興財団の経営状況について(議案書 P102) 

（令和４年度事業報告） 

 指定管理者として、市民文化会館、美術館及び松籟庵、体育館、体

育施設の管理運営業務を実施したほか、市民の要望に応えた市民文

化会館事業、美術館事業、松籟庵事業、体育館事業、体育施設事業、

並びに主に体育館及び体育施設利用時に必要な物品の販売事業を行

うなど、文化芸術・スポーツの向上及び振興に努めたもの 

（正味財産増減計算書） 

経常収益については、基本財産の運用益、主催事業等の事業収益、

指定管理料収益、受取補助金等などで、合計は、６５３，６６０，２

４５円となるもの 

  経常費用については、財団の運営に要する経費として、事業費及

び管理費をそれぞれ支出したもので、合計は、６８２，５６６，４４

２円となるもの 
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  経常収益計から経常費用計を差し引いた当期経常増減額は、△２

８，９０６，１９７円となるもの 

当期一般正味財産増減額については、税引前当期一般正味財産増

減額△２８，９０６，１９７円より法人税・住民税及び事業税分１２

３，４００円を差し引いた額に、一般正味財産期首残高４２４，０２

３，４２３円を加えた、３９４，９９３，８２６円が一般正味財産期

末残高となるもの 

 正味財産期末残高については、指定正味財産がないことから、一

般正味財産期末残高と同額となるもの 

（貸借対照表） 

 資産の部については、流動資産として現金・預金及び未収金、固定

資産として基本財産、特定資産、及びその他固定資産で、合計は、４

９０，５４５，７２６円となるもの 

 負債の部については、流動負債として未払金、預り金、固定負債と

して退職給付引当金で、合計は、９５，５５１，９００円となるもの 

 正味財産の部については、資産合計から負債合計を差し引いたも

のが一般正味財産であり、負債合計に一般正味財産を合わせた、負

債及び正味財産合計は、４９０，５４５，７２６円となり、資産合計
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と一致するもの 

 （財産目録） 

貸借対照表における資産合計から負債合計を差し引き、正味財産

として表したもの 

（令和５年度事業計画） 

展開する事業は、公益目的事業として、「芸術文化の振興を目的と

する事業」及び「スポーツによる健康増進及びスポーツの振興を目

的とする事業」、収益目的事業として、「物品販売事業」及び「公益

目的外施設貸与事業」を行うもの 

事業計画については、令和５年度事業計画書及び収支予算書のと

おり 

 

報告第１１号 土地信託の事務処理状況について(議案書

P103) 

土地信託受託者の三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社より、令和４

年度事業実績に関する書類及び令和５年度事業計画に関する書類

の提出を受け、報告するもの 

（令和４年度事業実績） 
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前年度に引き続き、テナントの契約管理、収支管理及び建物の

総合管理業務を行ったもの 

（損益計算書） 

収入の部については、テナントの賃貸料及び共益費等で、収

入合計は９２，３６９，６１３円、支出の部については、損害

保険料から消費税まで、支出額合計は４２，７７７，８５０

円、当期信託利益金は、収支差額の４９，５９１，７６３円と

なるもの 

（貸借対照表） 

資産の部については、土地及び建物等で、合計は１，３６４，

０８６，７４６円、負債の部についは、前受金及び敷金で、合計

は５４，７５９，５９３円、資本の部については、引受不動産

及び修繕積立金等で、合計は１，２５９，７３５，３９０円、

負債・資本の部の合計は１，３１４，４９４，９８３円とな

り、資産合計から負債・資本合計を差し引いた４９，５９１，７６
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３円が当期未処分利益金となるもの 

（利益金処分計算書） 

当期未処分利益金から元本組入額を差し引いた９，７００，０

００円が、令和４年度の信託配当額となるもの 

（令和５年度事業計画） 

今年度の期間については、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との土地

信託契約期間である令和５年４月１日から令和６年３月３１日ま

での期間のもの 

（事業計画） 

前年度に引き続き、テナントの契約管理、収支管理及び建物の

総合管理業務を行うもの 

信託配当額については、今年度予定されている茅ヶ崎トラスト

ビル全体の大規模修繕等の財源とするため、計上するもの 

 

報告第１２号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計予算の繰越

明許費繰越計算書について(議案書 P105～111) 
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「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「車両管理経費」について、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動

車及び災害対応特殊消防ポンプ自動車の購入に係る自動車損害保険

料及び公課費において、納期の遅延により年度内での執行が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「情報化推進経費」について、「書かない窓口」に対応した窓口支

援システムの導入において、年度内での完了が見込めないため、次

年度へ繰り越すほか、マイナポイント設定支援において、国が実施

するマイナポイント事業の期間延長に合わせて事業期間を延長し、

年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「行政改革推進経費」について、ウェブ口座振替受付システムの

構築及びキャッシュレス決済環境の整備に係る財務会計システムの

改修において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越

すもの 

 「組織改正関連経費」について、令和５年４月１日付けの組織改

正に係るレイアウト変更等において、年度内での完了が見込めない

ため、次年度へ繰り越すもの 
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 「美術館管理運営事業」について、美術館の空調設備修繕におい

て、不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度へ

繰り越すもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

 「戸籍住民基本台帳管理経費」について、戸籍事務へのマイナン

バー制度導入に係るシステム改修等において、年度内での完了が見

込めないため、次年度へ繰り越すもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

 「萩園いこいの里管理経費」について、老人憩の家萩園いこいの

里の空調設備一部改修工事において、年度内での完了が見込めない

ため、次年度へ繰り越すもの 

 「体育館管理経費」について、市体育館の吊り下げ式バスケット

ゴールの修繕において、年度内での完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 

「項２ 児童福祉費」 

 「民間保育所運営補助事業」について、保育所等が行う送迎用バ

スへの置き去り防止に係る安全装置の調達において、年度内での完
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了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（児童保育費）について、

令和４年４月１日から５年４月１日生まれの新生児等に対する市独

自の給付金の支給において、出生日により、年度内の完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

 「職員給与費」について、新型コロナウイルス感染症に係るワク

チン接種に従事する職員の時間外勤務手当において、事業期間の延

長により、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルスワクチン接種事業」について、新型コロナ

ウイルス感染症に係るワクチン接種において、事業期間の延長によ

り、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（母子衛生費）について、

分娩前ウイルス検査及び幼児健康診査の個別健診において、年度内

での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

「項２ 清掃費」 

 「粗大ごみ処理施設整備事業」について、粗大ごみ処理施設整備・
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運営事業者選定業務委託において、同施設の整備・運営事業の入札

不調により、事業契約年度を令和５年度に延期することに伴い、事

業者選定業務の年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越

すもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

 「勤労市民会館管理運営経費」について、勤労市民会館の昇降機

の修繕において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り

越すもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

 「観光総務管理経費」について、バリアフリーマットの納品につ

いて、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

 「香川甘沼線道路改良事業」について、関係地権者との用地買収

に係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 
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 「市道７４４９号線道路改良事業」について、関係地権者との用

地買収に係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 「高田萩園線道路改良事業」について、関係地権者との用地買収

に係る交渉に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「市道０１０９号線歩道設置事業」について、関係地権者との用

地買収に係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 「市道０１１０号線歩道設置事業」について、関係地権者との用

地買収に係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 「行谷芹沢線道路改良事業」について、年度内の完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 「道路照明灯等関係経費」について、道路照明灯設置工事におい

て、部品製作に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないた

め、次年度へ繰り越すもの 

 「橋りょう等長寿命化推進事業」について、橋りょう等の設計業
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務において、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すも

の 

 「浜園橋橋りょう整備事業」について、電柱移設に係る協議に不

測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り

越すもの 

「項３ 河川費」 

 「河川維持管理経費」について、河川浚渫工事において、土砂の仮

置き場に係る調整等に不測の日数を要し、年度内での完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「千ノ川整備事業」について、補償費の算定において、関係地権者

との協議に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「駒寄川整備事業」について、関係地権者との用地買収に係る交

渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 

「項４ 都市計画費」 

 「公園緑地等管理運営経費」について、公園施設改修工事におい

て、材料の調達に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないた
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め、次年度へ繰り越すもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

 「消防通信業務管理経費」について、災害対応特殊水槽付消防ポ

ンプ自動車及び災害対応特殊消防ポンプ自動車において、納期の遅

延により、納車後に予定する消防用無線装置と車両動態管理装置の

転載事業について、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り

越すもの 

 「消防車両維持管理経費」について、墜落制止用器具において、部

材の供給不足により納期が遅延し、年度内の完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「消防車両整備事業」について、災害対応特殊水槽付消防ポンプ

自動車及び災害対応特殊消防ポンプ自動車において、部材の供給不

足及びシャーシ製造元の出荷が一時停止したことにより納期が遅延

し、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

「款１０ 教育費」 

「項２ 小学校費」 

 「学校施設整備事業」について、茅ヶ崎小学校等の屋内運動場の
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照明設備改修工事及び今宿小学校等の空調設備改修工事において、

年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（学校管理費）において、

商品調達に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「特別支援学級関係経費」について、浜之郷小学校への特別支援

学級の設置において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ

繰り越すもの 

「項３ 中学校費」 

 「施設設備補修費」について、梅田中学校屋内運動場の吊り下げ

式バスケットゴールの修繕において、年度内の完了が見込めないた

め、次年度へ繰り越すもの 

 「学校施設整備事業」について、第一中学校等の屋内運動場照明

設備改修工事、円蔵中学校等のグラウンド改修工事、中島中学校等

のトイレ改修工事、萩園中学校等の空調設備改修工事において、年

度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（学校管理費）について、

商品調達に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、
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次年度へ繰り越すもの 

 「特別支援学級関係経費」について、萩園中学校への特別支援学

級の設置において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰

り越すもの 

「項４ 学校給食費」 

 「中学校給食施設整備事業」について、中学校配膳室整備設計業

務委託において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り

越すもの 

「項５ 社会教育費」 

 「青少年広場整備事業」について、白浜町青少年広場フェンス及

び遊具撤去工事、並びに本村四丁目青少年広場フェンス設置工事に

おいて、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 

報告第１３号 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

予算の繰越計算書について(議案書 P113～115) 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

として、「雨水施設整備事業」及び「汚水施設整備事業」については、

事業者との協議に時間を要したことや、国の令和４年度第２次補正
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予算による国庫補助金を活用し、事業を実施することとしたため、

事業費を令和 5 年度に繰り越すもの 

「地震対策事業」については、国の令和４年度第２次補正予算に

よる国庫補助金を活用し、事業を実施することとしたため、事業費

を令和 5 年度に繰り越すもの 

 

報告第１４号 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計予算の

継続費繰越計算書について(議案書 P117～119) 

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定による継続費越

額として、「市立病院本館改修事業（その２）」について、事業の出来

高に応じて支払った事業費の残額を令和５年度に繰り越すもの 

 

報告第１５号 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計予算の

繰越計算書について(議案書 P121～123) 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

として、「市立病院本館改修事業（その２）」については、工事の監理

業務委託の経費を工事の完了に併せ一括して支払うこととしため、

「無停電電源装置及び直流電源装置更新事業」、「放射線治療機器購
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入」及び「手術支援ロボット購入」については、世界的な半導体不足

の影響や新型コロナウイルス感染症の影響による物流の混乱により

不測の日数を要したため、事業費を令和５年度に繰り越すもの 

 

 


